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横芝光町農業委員会８月第４回定例総会議事録

１．開催日時 令和７年８月５日(火) 午後１時３０分～午後２時０５分

２．開催場所 横芝光町役場 第３会議室

３．出席委員 （１０名）

会 長 ４番 伊藤 直樹

会長職務代理者 ７番 伊藤 仁

委 員 ２番 伊藤 由美子 ３番 土屋 英夫

５番 椎名 美枝子 ８番 鈴木 淳

９番 實川 和幸 １０番 大木 耕一

１１番 平山 和浩 １２番 林 政宏

４．欠席委員 １番 市原 裕 ６番 若梅 直樹

５．農業委員会事務局職員

事務局長 高宮 芳宏

主査 椎名 大輔

６．議事日程

日程第１ 議事録署名委員及び会議書記指名の件

日程第２ 議案第１号

農地法第３条の規定による許可申請に対する許否決定について

日程第３ 議案第２号

農地買受適格証明交付申請に対する許否決定について

日程第４ 議案第３号

農地法第５条の規定による許可申請に対する県への意見について

日程第５ 議案第４号

令和７年度第３次農用地利用集積等促進計画（案）の意見について
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７．会議の概要

事務局 これより、令和７年８月第４回農業委員会定例総会を開会いた

します。

はじめに、伊藤会長よりごあいさつ申し上げます。

会 長 （伊藤会長挨拶）

事務局 ありがとうございました。

続きまして、平山副町長より挨拶をお願いします。

副町長 （平山副町長あいさつ）

事務局 ありがとうございました。平山副町長におかれましては、公務の

ため、ここで退席となります。

本日は、１番 市原 裕委員、６番 若梅直樹委員より欠席する

旨の連絡がありましたので報告いたします。本日の出席委員は、１

２名中１０名です。過半数が出席しておりますので、会議規則第６

条の規定により、本総会は成立しております。

それでは、会議規則第４条の規定により、以後の議事進行につき

ましては、伊藤会長に議長をお願いいたします。

議 長

事務局

それでは、これより議事に入ります。

日程第１ 議事録署名委員及び会議書記の指名を行います。会

議規則第１３条第２項の規定により、議長が指名することで、ご異

議ございませんでしょうか。

（異議なしの声）

異議なしの声がありましたので、指名をします。

２番 伊藤由美子委員、１１番 平山 和浩委員にお願いいた

します。

なお、会議書記には、事務局の椎名主査にお願いいたします。

日程第２ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請に

対する許否決定についてを上程します。事務局に議案の朗読並び

に説明をお願いいたします。

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請に対する許否
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決定について

農地法第３条による許可申請書が提出されたので本会の議決を

求める。

令和７年８月５日提出 横芝光町農業委員会長 伊藤 直樹

農地法第３条は、農地を取得、所有権移転、使用権を設定する場

合、農業委員会の許可が必要となるため、総会での審議が必要とな

ります。今回の３条の許可申請は、４件です。１ページ２ページ目

に一覧があります。

なお、譲受人と譲渡人は資料に記載のとおりです。 申請地の位

置図を添付していますのでご覧ください。

１件目の申請地は、鳥喰下字臺畑の畑５筆、２，２６８㎡です。

位置図は、３ページ、４ページです。農地を相続しましたが、相続

人は農業をしていないため、経営規模を拡大したい譲受人へ贈与

により所有権移転しようとする申請です。譲受人は隣接地を耕作

しており、農地取得後は、ねぎの作付けを予定しています。

２件目は、宮川字入表の田７筆、字道正の田３筆、谷中字迎前の

田３筆、字宮田の田３筆、上原字八幡の田１筆、合計１７筆、４４，

２０５㎡。位置図は、５ページから８ページです。譲渡人は、経営

規模を縮小したいため、経営規模を拡大したい譲受人へ売買によ

り所有権移転をしようとする申請です。申請地では水稲の作付け

を予定しています。

３件目は、木戸字十八割の畑１筆、１，７７０㎡です。位置図は、

９ページ、１０ページです。譲渡人は、農地を相続しましたが、農

業をしていないため、家庭菜園をしたい譲受人へ売買により所有

権移転をしようとする申請です。申請地では、落花生、じゃがいも、

サツマイモ等の作付けを予定しています。

４件目は、横芝字向根の田畑８筆、栗山字広手の田１筆、合計９

筆、１，４４９.０５㎡です。位置図は、１１ページから１３ペー

ジです。譲渡人の農業者年金を継続して受給するため、譲受人であ

る孫と使用貸借権を設定する申請です。譲受人は、以前から管理を

任されており、申請地では隣接の農地と一体的に管理しています。

申請のありました件につきましては、譲受人の、機械保有、労働力、

営農状況などから３条許可基準各号に適合していると考えます。

以上、議案第１号の説明でございます
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議 長

事務局

議 長

１１番

議 長

ただいま、議案第 1号の朗読並びに説明が終わりました。１件目

の案件について、担当委員の説明を求めますが、担当の若梅直樹委

員は本日欠席です。事務局から何かありますか。

本案件につきまして、若梅委員より説明を受けております。「農

業をしない譲渡人から、経営規模拡大をしたい譲受人へ贈与によ

り所有権移転しようとする申請です。譲受人は隣接地を耕作して

おり、申請地では、ねぎの作付けを予定しています。現地を確認し

たところ、適正に管理さてれおり、問題ないと思います」とのこと

でした。

説明が終りましたので、１件目の案件についての質疑を許しま

す。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、１件目の案件についての

採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって１件目の案件については、原案のとおり決定い

たしました。

次に２件目の案件について、担当委員の説明を求めます。

１１番 平山です。経営規模を縮小したい譲渡人から、経営規模

を拡大したい譲受人へ売買による所有権移転をしようとする申請

です。申請地では、水稲の作付けを予定しています。現地を確認し

たところ耕作してあり問題ないと思われます。よろしくお願いし

ます。

説明が終りましたので、２件目の案件についての質疑を許しま

す。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、２件目の案件についての

採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって２件目の案件については、原案のとおり決定い

たしました。

次に、３件目の案件について、私が担当委員となりますので説明
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議 長

事務局

議 長

議 長

事務局

いたします。 本件は、農業をしない譲渡人から、家庭菜園をした

い譲受人へ売買により所有権移転をしようとする申請です。申請

地では、落花生、じゃがいも、さいつまいも、スイカの作付けを予

定しています。

説明が終りましたので、３件目の案件についての質疑を許しま

す。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、３件目の案件についての

採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって３件目の案件については、原案のとおり決定い

たしました。

次に４件目の案件について、担当委員が欠席ですので、事務局

からお願いします。

本案件につきまして、これも若梅委員より説明を受けておりま

す。「譲渡人の農業者年金を継続して受給するため、孫の譲受人と

使用貸借権を設定するものです。以前から管理を任されており、申

請地では、隣接地と一体的に管理しており、問題ないと思います」

とのことでした。

説明が終りましたので、４件目の案件についての質疑を許しま

す。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、４件目の案件についての

採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって４件目の案件については、原案のとおり決定い

たしました。

日程第３ 議案第２号 農地買受適格証明交付申請に対する許

否決定について上程します。事務局に、議案の朗読並びに説明をお

願いします。

議案第２号 農地買受適格証明交付申請に対する許否決定につ

いて



6

次のとおり農地買受適格証明交付申請があったので提出する。

尚、申請人が最高価買受申出人となり、農地法第３条の規定によ

る許可申請書を提出した場合は、当該証明書の交付時と事情が異

なっていると認められた場合を除き、許可相当とする旨を決議す

る。

令和７年８月５日提出 横芝光町農業委員会長 伊藤 直樹

次のページをご覧ください。

本案件は、東京国税局が行う農地の公売に参加するため、農地

買受適格証明書の交付を受けようとする申請です。前回７月の総

会で申請のあった方が、また別の農地の公売に参加するため、農地

農地買受適格証明の交付申請がありました。農地買受適格証明と

は、裁判所が行います競売や、国や地方公共団体が行う公売に参加

する場合に必要なもので、農地を取得する資格のない者が最高価

買受人になるのを未然に防ぐため、入札参加者を買受適格証明の

交付を受けたものに限定するという取扱いをしています。買受適

格証明を発行するかどうかは、農地法の許可申請の手続きに準じ

て行うこととなっております。内容に問題がない場合は、証明書を

発行するということを決定していただくことになります。この買

受適格証明をもって入札に参加し、落札された場合は、農地法の許

可申請することになりますが、事務処理の迅速化を図るため、国の

通達により農業委員会の会長が買受適格証明書の交付時と事情が

異なっていると認めた場合を除き、許可をして差支えのない旨の

議決をしておくものとする。となっており、改めて総会に諮り審議

するわけでなく、先に落札後に許可申請があった場合には許可す

ることに差支えない旨の議決につきましても、この場で併せて行

っていただく仕組みとなっています。このため、買受適格証明書の

発行と、農地法の許可について本案件で同時に行っていただくこ

ととなります。議案の内容ですが、資料の１ページになります。申

請地は、資料記載の〇〇〇〇の畑４筆,３，７３７㎡となります。
申請農地を落札後は、飼料作物、牛を飼っているため牛のえさを栽

培するとのことです。耕作目的での取得でありますので３条の許

可基準に基づいて、証明の可否をご審議いただくものです。当該申

請者は、酪農を営み、乳牛を飼養しており、農業用機械は、トラク

ターやホイルローダーを所有しています。労働力については、家族
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議 長

議 長

事務局

３人の農業従事者がおられます。法定添付書類は整っており、農機

具の保有状況・耕作労力などの問題は見受けられず、また、周辺へ

の支障・影響を与える生じる要因は特に見受けられません。農地法

第３条第２項各号の不許可要件に該当しているものは見当たらな

いと思われます。入札期間は、令和７年８月２２日から、令和９年

９月４日まです。説明は以上となります。

ただいま、議案第２号の朗読並びに説明が終わりました。議案第

２号についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、議案第２号の案件につい

ての採決を行います。

議案第２号の農地買受適格証明交付申請については、本案件に

証明書を交付すること、及び交付を受けた者が買受申出人となり、

農地法第３条の許可申請があった場合は、交付時と事情が異なっ

ていると認めたときを除き、会長が許可することについて賛成の

方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、議案第２号については、農地買受適格証明書を交付す

ることとし、買受申出人となった者から農地法３条の許可申請が

あった場合は、交付時と事情が異なっていると認めた時を除き、会

長が許可するものとします。

日程第４ 議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請に

対する県への意見について上程します。事務局に、議案の朗読並び

に説明をお願いします。

今回の５条の許可申請は１件です。譲受人と譲渡人はそれぞれ

資料に記載のとおりで、親子関係になります。用途は、一般専用住

宅で、所有権移転による転用申請です。申請地の位置図、公図、土

地利用計画図を添付していますのでご覧ください。申請地は、〇〇

〇から〇〇へ〇ｋｍの位置にあります。この場所は第２種農地と

なります。第２種農地は、代替地の無いときは転用許可が認められ

る農地となりますが、例外規定により住宅は転用が可能となって

おります。申請理由を確認したところ、譲受人が結婚のため新居の

建築を考えており、今後の子育てや、両親の介護等も考え実家に近

い当地を選定したとのことです。住宅建築面積は１１６㎡を計画
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議 長

９ 番

議 長

議 長

事務局

しており、一般専用住宅で転用可能な面積の上限内の申請となっ

ています。土地改良関係については、受益地外となっています。雑

排水の放流については、農業集落排水へ放流する計画で、接続の確

認は済んでいます。隣接農地所有者は譲渡人であるため問題はあ

りません。転用期間は令和７年９月１日から令和８年２月２８日

までを予定しております。建設費等は借入金により賄う予定であ

り、金融機関の審査書により必要な資金を確保していることを確

認しました。以上、議案第３号の説明とさせていただきます

ただいま、議案第３号の朗読並びに説明が終わりました。議案第

３号について、担当委員の説明を求めます。

９番 實川です。本件は、農地や住宅が混在している地域にあ

る地元集落に隣接した農地であり、土地改良区の受益地でなく問

題はありません。以上です。よろしくお願いします。

説明が終りましたので、議案第３号についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、議案第３号についての採

決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって議案第３号については、原案のとおり許可相当

として県知事に意見書を送付します。

日程第５ 議案第４号 令和７年度第３次農用地利用集積等促

進計画（案）の意見について上程します。

事務局に、議案の朗読並びに説明をお願いします。

議案第５号 令和７年度第３次農用地利用集積等促進計画（案）

の意見について

農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定に

より、令和７年度第３次農用地利用促進計画（案）が提出されたの

で本会の意見を求める。

令和７年８月５日提出 横芝光町農業委員会長 伊藤 直樹

農地中間管理機構が、地権者から借受けた農地を担い手へ貸地

受ける際に、町が農用地利用集積等促進計画案を作成し、農業委員

会から意見を聴取することとなっているため、農業委員会の総会

にてご審議をお願いするものです。
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１件目は、地権者が〇〇〇〇、耕作者は、〇〇〇〇となります。

利用権を設定する期間 許可の公告日から 令和１７年８月３

１日となります。農地は、鳥喰上字宮ノ前の畑２筆、３，０５５㎡

です。

２件目、２ページ、農地を貸す方が、〇〇〇〇。農地を貸りる方

が、〇〇〇〇。農地は、木戸字五割の畑５筆、７，４３４㎡。

３件目、３ページ、農地を貸す方が、〇〇〇〇。 農地を貸りる

方が、〇〇〇〇。農地は、於幾字橋本の畑３筆、１，０４６㎡

４件目、４ページ、農地を貸す方が、〇〇〇〇。農地を貸りる方

が、〇〇〇〇。農地は、於幾字大沼の田１筆、３５８㎡。

５件目、５ページ、農地を貸す方が、〇〇〇〇。農地を貸りる方

が、〇〇〇〇。農地は、木戸字十三割の畑２筆、十六割の畑１筆、

合計３筆、３，１４４㎡。

６件目、６ページ、農地を貸す方が、〇〇〇〇。農地を貸りる方

が、〇〇〇〇。農地は、木戸字十六割の畑、７６８㎡。

７件目、７ページ、農地を貸す方が、〇〇〇〇。農地を貸りる方

が、〇〇〇〇。農地は、木戸字十三割の畑 １筆 １，６１３㎡

８件目、８ページ、農地を貸す方が、〇〇〇〇。農地を借りる方

が、〇〇〇〇。農地は、木戸字十六割の畑.２筆、３，３９４㎡。
９件目、９ページ、農地を貸す方が、〇〇〇〇。借りる方は、〇

〇〇〇。農地は、木戸字十六割の畑３筆、５０２㎡。

１０件目、１０ぺージ目、農地を貸す方が、〇〇〇〇。借りる方

が、〇〇〇〇。農地は、木戸字十六割の畑２筆、７０６㎡。

１１件目は、１１ページとなります。農地を貸す方が、〇〇〇〇。

借りる方は、〇〇〇〇。農地は、木戸字母子の田５筆、宮川字瓜暮

の田１筆、合計６筆、６，３６４㎡。

なお、申請のあった案件につきましては、農地中間管理事業の推

進に関する法律第１８条第５項２号及び３号に規定されている農

用地等の効率要件や、農作業の常時従事日数を満たしていると考

えます。

ただいま、議案第４号の朗読並びに説明が終わりました。議案第

４号につきましては、耕作者ごとに採決いたします。

１件目の案件についての質疑を許します。

（質疑なし）
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議 長

質疑ありませんので、質疑を終了して、１件目の案件についての

採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって１件目の案件については、原案のとおり決定し

ました。

続いて２件目の案件についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、２件目の案件についての

採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって２件目の案件については、原案のとおり決定し

ました。

続いて３件目と４件目の案件についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、３件目と４件目の案件に

ついての採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって３件目と４件目の案件については、原案のとお

り決定しました。

続いて５件目から１０件目の案件についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、５件目から１０件目の案

件についての採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって５件目から１０件目の案件については、原案の

とおり決定しました。

続いて１１件目の案件についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、１１件目の案件について

の採決を行います。
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原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって１１件目の案件については、原案のとおり決定

しました。

以上で提案されました議案の審議はすべて終了しました。慎重

審議ご苦労様でした。

事務局 以上をもちまして、令和７年８月第４回農業委員会定例総会を

閉会します。


